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はじめに 
当局では、地下鉄事業の増収及びお客様の更なる利便性向上を図るため、「駅ナカビジ

ネス」を積極的に展開しています。 
この度、空きスペースの有効活用による更なる増収はもとより、地下鉄駅構内に新たな

魅力を創出するため、自動販売機を設置いただける事業者を募集します。多様なお客様の

ニーズに応え、地下鉄駅の魅力向上につながる御提案をお待ちしております。 

募集場所・応募資格等について 
１ 募集場所及び販売品目 

NO. 駅名 場所 販売する品目 
令和４年度 

１日平均乗降人員 

１ 

東西線 京都市役所前 

コンコース 

（改札外、券売機前柱付近） 
食品 

24,404 人/日 

２ 
コンコース 

（改札外、券売機前柱付近） 
食品 

       

⑴ 販売品目 

「食品」 

販売する商品又は事業スキームが社会課題解決に貢献するものには、選定において

高く評価します。 

⑵ 応募に関する注意事項 

ア 設置場所及び寸法上の制限等は別紙「設置箇所図」のとおりです。 

なお、設置場所の詳細、設置時期等は当局と協議により決定することとします。 

イ １箇所又は２箇所の応募が可能です。（２箇所に応募される場合は、箇所ごとに

応募書類一式を提出してください。） 

ただし、２箇所を統合した応募はできません。 

ウ 自動販売機を設置する際は、専用のごみ箱を設置し、商品の補充時等を利用して

ごみ箱があふれないよう適宜回収をしてください。 

エ 原則、応募後の設置事業者の都合による撤退は認められません。 

 

２ 応募資格 
応募できる事業者は、自動販売機の設置実績を有する事業者かつ、責任をもって自動

販売機を設置し、運営することができる事業者とします。ただし、次の各号に該当する

場合は応募できません。 

⑴ 手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年を経過しない者又は該当公示

の日の前６か月以内に自ら振り出した手形、小切手を不渡りした者 

⑵ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定が

されていない者 
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⑶ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定が

されていない者 

⑷ 法人税、消費税及び地方消費税が未納となっている者（本市に法人市民税、固定資

産税を納付する義務のある者にあっては、これらが未納となっている者） 

⑸ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定

する暴力団密接関係者である者 

⑹ 当局が実施した使用許可に係る事業者の公募において、価格提案後又は使用許可後、

正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから

２年を経過しない者 

 

設置条件について 
１ 使用形態等 

⑴ 使用形態 

設置事業者は、地方自治法第２３８条の４第７項に基づき、行政財産の使用許可（通

常の賃貸借とは異なります。借地借家法の適用はありません。）を受けて使用してい

ただきます。 

⑵ 許可期間 

許可日から令和１０年３月３１日までとします。令和１０年度以降の更新の取扱い

について、別途協議させていただくことがあります。 

※ 許可期間には、工事及び原状回復の期間を含みます。 

※ 年間売上見込額を常に下回る等、当局が不適当と判断した場合、更新はありま

せん。 

⑶ 使用料等 

設置後の維持管理等に係る費用及び以下費用は、全て設置事業者の負担となります。 

ア 使用料 

使用料は、売上額（税抜）に提案歩率を乗じた額に、消費税及び地方消費税を

加えた額とします。ただし、最低保証使用料及び最低歩率は次のとおりとしま

す。 

    ・ 最低保証使用料…月額 5,000 円（税抜） 

・ 最低歩率 

品目 歩率 

食品 ５％以上 

 

なお、提案使用料の減額の申入れには応じません。 

※ 使用料は営業開始日から必要です。ただし、営業開始日が月の途中の場合であ

っても、その月の最低保証使用料は日割り計算しません。 

※ 設置事業者の都合等により、応募申込書に記載の設置可能時期及び営業開始時

期よりも営業開始が遅れた場合は、別途最低保証使用料を支払いいただく場合が

あります。 
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イ 電気使用料及び道路占用料 

・ 設置事業者の負担とし、当局から相当額を請求します。 

・ 道路占用料については、本体の表示面積に応じて請求します。 

・ 道路占用料は地価や経済状況等により変動します。 

  ウ 設置時期及び営業開始時期 

設置及び営業開始は原則として令和 6 年度中に行ってください。 

 

２ 設置工事 

⑴ 電気工事 

必要な場所まで当局の工事で引き込みます。 

⑵ その他 

上記以外の設置に係る工事費（本体設置、床荷重分散、通信回線等）は、全て設置

事業者の負担とします。 

※ 床荷重は５００ｋｇ／㎡までとすること。 

※ 本体の機器の材質等については、不燃性・難燃性のものを使用すること。 

 

３ 設置上の制限 

設置事業者は、設置上の制限として以下のことを遵守していただきます。 

⑴ 使用場所を法令に違反する用に供してはならないこととします。 

⑵ 使用場所を許可された目的以外の用に供してはならないこととします。 

⑶ 使用場所を第三者に譲渡又は転貸してはならないこととします。 

⑷ 社会的な非難を受けるおそれがある行為をしてはならないこととします。 

⑸ 商品の補充、機器のメンテナンス等については、原則、駅の営業時間と同様としま

すが、朝夕のラッシュ時間帯を除くものとし、当局と調整のうえ、指示に従うものと

します。なお、駐車スペースはありません。 

⑹ 地下鉄事業を優先とし、当局が行う安全輸送の確保、駅施設の維持管理等の点検及 

び駅改造工事並びにこれに伴う停電等に協力することとします。 

⑺ 使用場所以外に物品・看板等を設置してはならないこととします。 

⑻ 営業により生じる塵芥等については設置事業者の責において処理することとしま 

す。 

⑼ 営業において必要な許認可は、事業者の責任において取得してください。また、営

業開始までにその写しを当局に提出していただきます。 

 

４ 使用許可の取消し又は変更 

以下のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し又は変更することがあります。 

⑴  使用場所を公用若しくは公共の用又は地下鉄事業の用に供するため必要となった

場合。 

⑵  使用場所が駅改造工事等の範囲に含まれる場合。 

⑶  設置事業者が「３ 設置上の制限」及び行政財産の使用許可書に示す条件に違反し

た場合。 

⑷  応募申込書の記載内容が事実と異なった場合。 
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⑸  設置事業者が使用料等の納付を怠った場合。 

⑹  設置事業者が京都市交通局公有財産及び物品管理規程又は法令の規定に違反した 

場合。 

⑺ 設置事業者が不正な手段により使用許可を受けた場合。 

 

５ 原状回復 

設置事業者は、使用許可期間が満了又は使用許可が取り消された場合は、自己の費用

において使用場所を原状に回復して返還することとします。 

なお、取消しによる返還に際し、設置事業者は一切の補償を請求することができない

ものとします。 

 

６ 損害賠償及び補償 

⑴ 設置事業者は、使用に当たり当局又は第三者に損害を与えたとき、全て自己の責任

でその損害を賠償しなければなりません。 

⑵ 駅構内で行う維持管理等に関する工事、停電作業及び駅改造工事により設置事業者

に損害が生じた場合、当局は一切の補償をしないものとします（工事及び作業内容に

よっては、自動販売機の営業を一時休業していただく場合もありますが、この場合に

おいても当局は一切の補償をしないものとします。）。 

⑶ 駅構内において設備停止を伴うような事故が発生する等により、営業を一時停止し

なければならなくなった場合、当局は一切の補償をしないものとします。 

⑷ 道路管理者や防火対策上の観点等から許可が得られない場合や当局の事情等によ

り、自動販売機の設置又は営業が不可能となった場合であっても、当局は一切の補償

をしないものとします。 

 

応募手続きについて 
１ 質問及び回答 

募集に関する質問及び回答は次のとおり行います。  

⑴  質問 

ア 受付期間  令和６年１１月２１日（木）～１２月２日（月）午後５時まで 

イ 質問方法  質問票（別添様式３）に記載のうえ、電子メールで送付してくだ 

さい。(送付後、担当者にその旨を電話で連絡してください。）対面 

又は電話での質問は受け付けません。 

※ 件名は「自動販売機設置事業者募集」としてください。 

※ メールアドレス：ekinaka@city.kyoto.lg.jp 

⑵ 回答 

質問の回答は、令和６年１２月９日（月）までに、質問票を提出いただいた全ての

事業者に対し全ての質問をメールで回答します。 

※ 質問に対する回答は、パスワード付きzipファイルを添付のうえお送りします。 

設定上、zip ファイルの受信等が困難な場合は、質問票を送付の際、あらかじめ 

その旨と受信できる方法をメール本文に記載してください。 

mailto:ekinaka@city.kyoto.lg.jp
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２ 応募書類 

応募書類一覧表（別添）を御参照ください。 

 

３ 応募書類の受付 

郵送又は持参にて受付します。 

⑴ 受 付 日    令和６年１２月１６日（月）～１２月２０日（金） 

午前９時～午後５時 

※ 郵送による提出は、令和６年１２月２０日（金）必着 

             ただし、書留、レターパック等の追跡可能な記録が残る方法に 
限ります。 

⑵ 受付場所   京都市右京区太秦下刑部町１２番地 サンサ右京５階 

京都市交通局企画総務部営業推進課 

電話：０７５－８６３－５０６８（担当：長谷川、池澤） 

※ 郵送の場合は、提出書類の内容確認のため、御担当者様へ連絡 

させていただきます。 

※ 持参の場合は、事前に御連絡のうえお越しください。 

 

４ 注意事項 

⑴ 応募書類は、返却しません。 

⑵ 応募に要する一切の費用は、応募者の負担とします。 

⑶ 応募書類について、追加資料の提出又は説明を求める場合があります。 
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選定及び設置事業者の決定について 
１ 選定方法 

⑴ 応募者からの提案について、次の評価基準に基づき、当局にて審議のうえ決定しま

す。 

（評価基準） 

区分 配点 評価項目 評価の視点 

収益性 20 点 提案歩率 当局収入額 

信頼性 20 点 
実績 設置、運営実績等 

維持管理体制 商品補充、メンテナンス体制等 

利便性 

集客性 
35 点 

利便性・集客力 

話題性が高く、設置する駅を利用され

るお客様のニーズに合致した商品構成

となっているか等 

周辺調和 

・駅や周辺環境の特性を踏まえたサー

ビス 

・駅構内の既存店舗等との調和など、

駅の魅力向上につながる提案内容か 

その他 
交通系 IC 等のキャッシュレス決済 

への対応 

社会課題

解決への

貢献 

15 点 社会課題への貢献 
販売する商品又は事業スキームが社会

課題解決に貢献するものであるか 

その他 10 点 

市内事業者 京都市内における本社の有無 

その他特筆すべき

事項 

本市への貢献等、特筆すべき事項に 

対する評価 

合計 100 点  

※ 「収益性」、「信頼性」、「利便性集客性」及び「社会課題解決への貢献」の合計点

が６割未満の場合、又は提出した書類に虚偽の内容を記載した場合や評価の公平性

に影響を与える行為を行った場合、選定候補の対象外とします。 
 

⑵ 審議の結果、最も高い評価を得た事業者を設置事業者として選定します。 

なお、選ばれた設置事業者が応募資格を満たしていないことが判明した場合等は、

次点者を設置事業者とします。 

 

２ 結果の通知 

選定結果については、令和７年１月中旬に全ての応募者へ郵送により通知する予定で

す。なお、審議の結果、ふさわしい提案がなかった場合は、選定がないことがあります。 
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３ 決定の取消 

次の場合には、設置事業者としての決定を取り消します。 
⑴ 正当な理由なくして、指定する期日までに許可手続きに応じなかったとき 

⑵ 自動販売機の設置に当たり、関係機関の承諾を得ることができなかったとき 

⑶ 設置事業者が資金事情の変化等により自動販売機の設置又は運営ができないとき 

⑷ 設置事業者が著しく社会的信用を損なう行為などを行ったとき 

 

その他 
⑴ この要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、京都市交通局公有

財産及び物品管理規程、その他関係法令等の定めるところによります。この要項につ

いて疑義が生じた場合は、当局の解釈によります。 

⑵ 当局は、公平で厳正な審査を確保するため、審査等に関する問い合わせについては、

一切応じませんので御了承願います。 

⑶ 京都市情報公開条例の規定により応募書類等の公文書の公開請求があった場合は、

同条例の規定により全部又は一部を公開する場合があります。 

⑷ 設置後においても、自動販売機の利用状況など当局から資料を要求したとき、設置

事業者はこれに協力することとします。 

 

全体スケジュール 
 

内   容 日   程 

募集要項の配布日 令和６年１１月２１日（木）～１２月１３日（金） 

質問の受付 令和６年１１月２１日（木）～１２月２日（月） 

質問の回答 令和６年１２月９日（月）まで 

応募書類の受付 令和６年１２月１６日（月）～２０日（金） 

設置事業者の決定 令和７年１月中旬 

設置 令和７年１月下旬以降（順次） 

※ 当局での募集要項配布は平日午前９時～午後５時（土日祝を除く） 

 

お問合せ先 

 

京都市交通局 企画総務部 営業推進課（事業管理担当） 

TEL ０７５－８６３－５０６８ FAX ０７５－８６３－５０９９ 

メールアドレス ekinaka@city.kyoto.lg.jp 

（担当：長谷川、池澤） 

  

mailto:ekinaka@city.kyoto.lg.jp
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設置箇所図 

 

京都市役所前コンコース（改札外、券売機前柱付近） 

設置場所及び販売品目 ①：食品 ②：食品 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※柱の幅は 950mm 

※柱のステッカーは別の場所に移動 

※原則として記載の寸法を超過しないこと。 

 

  

出入口（３）

出入口（２）W C

店
舗

ＥＶ

駅 務 室

  

② 

➀ 
② 

別紙 

➀ 
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応募書類一覧表（自動販売機） 

 
 

※各書類を１部提出してください。 
※２か所に応募する場合は、箇所ごとに各書類を１部ずつ提出してください。 
※質問票（様式３）は最終ページに添付しています。 

 
  

応募書類 備   考 

応募申込書 様式１ 

京都市暴力団排除条例に

係る誓約書 
様式２ 

会社概要 

①設立日、②資本金、③事業内容、④従業員数、⑤自動販

売機の維持管理体制（機械トラブル時の連絡先、問合せ受

付時間、休日の有無等）、⑥（食品自動販売機設置実績があ

る場合）自動販売機設置実績、⑦（食品自動販売機設置実

績がない場合）販売する商品の取扱実績及び自動販売機の

調達先 
（Ａ４で体裁は自由） 

決算書 直近３年分 

履歴事項全部証明書 申込日の前３か月以内に発行されたもの 

納税証明書 

【国税等（法人税と消費税）】 
※納税証明書（「その３の３」又は「その３」） 
 

【京都市税（法人市民税と固定資産税）（直近２年分）】 
※法人市民税：京都市内に事業所等が所在する場合 
※固定資産税：京都市内に固定資産（土地・家屋 
に限る）を所有する場合 

設置する自動販売機の 

仕様及び商品・サービス

内容が分かる資料 
カタログ等 
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 様式１  

令和  年  月  日 

京都市公営企業管理者交通局長 宛 

 

住所又は所在地： 

法 人 名 称： 

代 表 者 名：                 

 

応  募  申  込  書 
 

「京都市営地下鉄駅構内における自動販売機設置事業者募集要項」について趣旨及び内容を

十分理解したうえで、下記のとおり申し込みます。 

記 

駅名・場所及び 
販売する品目 

 

   京都市役所前  駅    場所：           

□ 食品       ※ 場所欄に番号を必ず記入してください。 

年間売上見込 
円（税抜） 

※ 設置する自動販売機の年間売上見込を記入してください。 

提案歩率 売上（税抜）に対する歩率         ％ 
※ 小数第 1 位まで記入 

外形寸法（㎜） 
 幅（     ）、奥行き（     ）、高さ（     ） 
※ 自動販売機の外形寸法を記入してください。 

電気仕様・ 
消費電力量 

電気仕様：（       ）消費電力量：（        ）kWh 
※自動販売機 1 台当たりの年間の消費電力量（概算）を記入してください。 

設置可能時期及び

営業開始時期 
設置可能時期：令和 年 月 日頃 
営業開始時期：令和 年 月 日頃 

現金の利用可否・ 
ｷｬｯｼｭﾚｽ決済・ 

電子ﾏﾈｰへの対応 

 

現金への対応（硬貨・紙幣）、対応しているキャッシュレス決済・電子マネ 

ーの名称を記入してください。 

社会課題解決に 
貢献する取組 

 
 

その他提案など 
特筆すべき事項 
（付加価値サービス等）  

 
 
※ 必要に応じて資料・カタログ等を添付してください。 

御担当者 
連絡先 

部署･役職： 
氏   名： 
住   所： 
電 話 番 号： 
メールアドレス： 

※ それぞれの具体的な時期を 
記入してください。 

※ 
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 様式２  

第１号様式（第３条、第４条及び第６条関係） 

 

誓  約  書 

（あて先）京都市公営企業管理者 

    交通局長        様 
年    月   日 

誓約者の住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及び代表

者名） 

 

                  

電話（    ）   － 

 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

 誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウ

に規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約します。 

誓約者並びにその役員及び使用人の名簿 

役職名又は呼称 氏   名 フリガナ 生年月日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に掲げる者について記入してください。 

 (1) 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員

及び使用人（市長等又は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であ

ると認めるときは，市長等又は指定管理者が指定する使用人に限る。次号において同

じ。） 

 (2) 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規

定する使用人 
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 様式２  

 

第１号様式（第３条、第４条及び第６条関係） 

 

誓  約  書 

（あて先）京都市公営企業管理者 

    交通局長        様 
年    月   日 

誓約者の住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

京都市○○区○○○通○○○東入 

○○○町○○○番地 

○○○○○ビル○階 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及び代表

者名） 

株式会社○○○○○○○○ 

代表取締役社長  京都 一郎 

電話（○○○）○○○－○○○○ 

 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

 誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウ

に規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約します。 

誓約者並びにその役員及び使用人の名簿 

役職名又は呼称 氏   名 フリガナ 生年月日 性 別 

代表取締役社長 京都 一郎 ｷｮｳﾄ ｲﾁﾛｳ 昭和○年○月○日 男 

取締役 古都 千香 ｺﾄ ﾁｶ 昭和○年○月○日 女 

開発部長 交通 正夫 ｺｳﾂｳ ﾏｻｵ 昭和○年○月○日 男 

営業部長 交通 正子 ｺｳﾂｳ ﾏｻｺ 昭和○年○月○日 女 

開発課長 京都 良夫 ｷｮｳﾄ ﾖｼｵ 昭和○年○月○日 男 

営業課長 京都 良子 ｷｮｳﾄ ﾖｼｺ 昭和○年○月○日 女 

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に掲げる者について記入してください。 

 (1) 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員

及び使用人（市長等又は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であ

ると認めるときは，市長等又は指定管理者が指定する使用人に限る。次号において同

じ。） 

 (2) 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規

定する使用人 

 

記入例 
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 様式３  

 

京都市営地下鉄駅構内における 

自動販売機設置事業者募集に関する質問票 

宛先：京都市交通局企画総務部営業推進課（事業管理担当） 

送信者：法人名    （                          ） 

    担当部署名  （                          ） 

    担当者名   （                          ） 

    電話番号   （                          ） 

    メールアドレス（                          ） 

質問内容 
 

 
 

 


